
 

【支援制度一覧】　　　　

区　分 内　容

○り災証明書の交付

○被災証明書の交付

第１版

江田島市社会福祉協議会
　℡０８２３（４０）２５０１

　平成30年7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
　今回の災害による被害について，主に次のような支援制度がありますので，各機関へご相談ください。

＊　制度の拡充や追加があった場合は，随時更新し，お知らせします。

平成30年7月5日からの大雨による被災者に対する支援について

窓口課・所管課等

り災証明書に関する
こと

江田島市　市民生活課
　℡０８２３（４３）１６３４

江田島市　税務課
　℡０８２３（４３）１６３６

○広島県災害見舞金

・住家の全壊世帯　　　　　　　　　　　　　　　 ３０万円

・住家の半壊世帯　　　　　　　　　　　　　 　  １０万円

○被災者生活再建支援金

　住家が全壊・全流失した世帯，住家が半壊又は敷地被害が
生じやむを得ず解体した世帯，大規模半壊世帯等に対して，住
宅の被害程度や再建方法に応じて支給する支援金

見舞金の支給などに
関すること

○災害弔慰金

江田島市　社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８

（災害救助法適用日である平成３０年７月５日以降の県内被害
に限る。）

・生計を維持されていた方の遺族　　　　５００万円

・その他の方の遺族　　　　　　　　　　　  ２５０万円

○災害障害見舞金

（災害救助法適用日である平成３０年７月５日以降の県内被害
に限る。）

・重度の障害を受けた生計維持者の方　２５０万円

・重度の障害を受けたその他の方         １２５万円

　（支給額）
　　３７．５万円～３００万円
　（支給例）
　　世帯の構成員が複数で全壊世帯が建設・購入する

融資に関すること

○災害援護資金

江田島市　社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８

（災害救助法適用日である平成３０年７月５日以降の県内被害
に限る。）
　療養に要する期間が概ね１か月以上の負傷をされた世帯主
の方や住居の全壊，半壊又は家財の３分の１以上の損害を受
けた方に対する貸付金

・貸付限度額（３５０万円）及び所得制限有り
・貸付利子　年３％

○生活福祉資金貸付制度

　低所得世帯，障害者世帯，６５歳以上の高齢者世帯　(日常生
活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る）の
方に対する次の経費への貸付金
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区　分 内　容 窓口課・所管課等

＜福祉費＞

＜緊急小口資金＞

融資に関すること

○生活福祉資金貸付制度

江田島市社会福祉協議会
　℡０８２３（４０）２５０１

・住宅の増改築，補修等に必要な経費
　貸付限度額　２５０万円

○母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

江田島市　子育て支援センター
　℡０８２３（４２）２８５２

県西部厚生環境事務所
保健所呉支所

　℡０８２３（２２）５４００

　母子家庭の母，父子家庭の父，寡婦又は，40歳以上の配偶
者のない女子（所得制限あり）の方で，災害により住宅が全壊，
半壊等の被害を受けた方のうち次の方への貸付金

・住宅の建設，購入，改修を行う方
　貸付限度額　２００万円

・転宅される方
　貸付限度額　２６万円

・貸付利子　連帯保証人を立てる場合は無利子
　　　　　　　　連帯保証人がいない場合は年1.0%

○ 恩給・共済年金担保融資
㈱日本政策金融公庫呉支店

　℡０８２３（２４）２６００　［対象］恩給，共済年金，災害補償年金等受給者
　［限度額］２５０万円（恩給年額の３年分以内）

・貸付利子　連帯保証人を立てる場合は無利子
　　　　　　　　連帯保証人がいない場合は年1.5%

・被災により一時的に生活費が必要なとき
　（生活保護世帯は除く）

・貸付限度額　　１０万円

・貸付利子　無利子

○緊急生活安定資金貸付

江田島市社会福祉協議会
　℡０８２３（４０）２５０１

　［対象］低所得世帯
　［限度額］５万円（特例１５万円）
　［利息］無利子
　［償還期限］６カ月（特例９カ月）

・災害援護資金の貸付対象とならない災害を受けたことによ
り臨時に必要な経費
　貸付限度額　１５０万円

地方職員共済組合広島宿泊所
「鯉城会館」

　℡０８２（２４５）２３２２
〔内容〕被災者の生活支援のため，一時的な宿泊施設として「鯉
城会館」を提供する。〔宿泊代無料(食事代有料)〕
〔対象〕被災者

現物
支給

○住宅の応急修理

県庁住宅課
　℡０８２（５１３）４１６４被災した住宅の居室，台所，トイレ等日常生活に必要な最小限

度の部分を応急的に修理する。
［対象］災害により住宅が半壊し，自ら修理する資力のない世帯

公営
住宅
の提
供等

○被災用仮住居の提供（市営住宅）
江田島市　都市整備課
　℡０８２３（４３）１６４７〔内容〕居住家屋が被害を受け，居住が困難となった方の

一時的な入居先として市営住宅を提供する。

○被災用仮住居の提供（県営住宅）
県庁住宅課

　℡０８２（５１３）４１７１〔内容〕被災者の生活再建のため市町を通じ，当面の入居先と
して県営住宅を提供する。
〔対象〕被災者

一時
宿泊

○宿泊施設「鯉城会館」への一時宿泊住まいに関す
ること

－2－



区　分 内　容 窓口課・所管課等

　

○市税証明等の交付手数料の免除

税金の減免等に関
すること

江田島市　税務課
　℡０８２３（４３）１６３６

・被災した宅地について，宅地造成等規制法等に基づく改善勧
告又は改善命令を受けた方

衛生相談に関するこ
と

○家屋の消毒方法に関する衛生相談
江田島市　地域支援課
　℡０８２３（４３）１６３７

ごみの処分に
関 す る こ と

〇住宅の敷地の土砂等の撤去事業補助制度

ごみ
等の
処理

○災害ごみの処分

江田島市　地域支援課
　℡０８２３（４３）１６３７

融　資

○住宅金融支援機構災害復興住宅融資
(独)住宅金融支援機構
　℡０１２０（０８６）３５３

県庁住宅課
　℡０８２（５１３）４１６４

自然災害により被害を受けた方に対する住宅の建設，購入，補
修に対する資金融資

・住宅の建設を行う方
・新築住宅購入，リユース住宅購入を行う方
・住宅の補修を行う方

○住宅金融支援機構宅地防災工事資金融資 (独)住宅金融支援機構
　℡０１２０（０８６）３５３

県庁都市計画課
　℡０８２（５１３）４１２７

　宅地を土砂の流出などの災害から守るために必要な工事の
融資制度

土砂
等の
処理

早期の生活再建のために，住宅敷地の所有者又は管理者が事
業実施者となり，有償で業者に依頼し，建設機械等で行う撤去
費用について，本補助金を交付限度額内で支援する制度。

江田島市　建設課
　℡０８２３（４３）１６４６

大雨災害で発生したごみについては，江田島市リレーセンター
及び江田島市環境センターに持ち込む場合は無料となります。

○県税の減免・納税猶予 県庁税務課
　℡０８２（５１３）２３２７

西部県税事務所呉分室
　℡０８２３（２２）５４００

申告・納付などの期限延長や納税の猶予，自動車取得税・自動
車税・不動産取得税・個人事業税の減免

○市税の減免・納税猶予

申告・納付などの期限延長や納税の猶予，税の減免

（独）日本学生支援機構（JASSO)
　℡０３（６７４３）６０１１

○高等学校等奨学金 県教育委員会
教育支援推進課

　℡０８２（５１３）４８８６被害による家計急変で就学が困難な場合

○大学生等を対象とする奨学金の緊急採用・支援金（１０万円），
減額返還・返還期限猶予

就学
援助

○義務教育児童・生徒の就学援助
江田島市学校教育課
　℡０８２３（４３）１９００被害による収入急減で学用品費などの負担が困難な場合

学 校 に
関 す る こ と

授業
料等
の減
額・免
除等

○県立高等学校の授業料等の減免
県教育委員会

教育支援推進課
　℡０８２（２２２）３０１５

○私立高等学校などの授業料等の減免
通学している

私立高等学校など

○県立広島大学授業料の減免

・広島キャンパス
　082-251-5178
・庄原キャンパス
　0824-74-1000
・三原キャンパス
0848-60-1120

住まいに関す
ること
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区　分 内　容 窓口課・所管課等

社会
福祉

○保育料の減免

○水道料金及び下水道使用料の減免

社会保険・納
付 金 の 減 免
等に関するこ

と

江田島市　高齢介護課
　℡０８２３（４３）１６５１

○社会福祉施設入所・通所に係る利用者負担額の減免

○保育園・認定こども園
江田島市　子育て支援センター
（℡０８２３－４２－２８５２）

○障害者支援施設，身体障害者更
生援護施設，知的障害者援護施設

江田島市　社会福祉課
（℡０８２３－４３－１６３８）

○養護老人ホーム
江田島市　高齢介護課

（℡０８２３－４３－１６５１）

○保育所・母子生活支援施設を除
く児童福祉施設

西部こども家庭センター
(℡082（254）0381）

○軽費老人ホーム
（Ａ型，ケアハウス）については

各施設

障害
福祉

○心身障害者扶養共済制度の掛金の減免 県庁障害者支援課
　℡０８２（５１３）３１６２

江田島市　社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８

市民税が減額または免除の場合に減額

○障害者や障害児の介護給付，訓練等給付及び地域生活支援事
業の利用者負担額の減額

○障害者の自立支援医療，補装具の費用負担額の減額

○国民健康保険一部負担金の減免または支払い猶予
○後期高齢者医療一部負担金の減免または支払い猶予
○後期高齢者医療保険料の減免または納付猶予

○介護保険料の減免または納付猶予
○介護保険サービス利用料の減免

江田島市企業局水道業務課
　℡０８２３（４２）３３１１

江田島市企業局下水道課
　℡０８２３（４２）３９１１

江田島市　社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８

江田島市　保健医療課
　℡０８２３（４３）１６３９

医療・
介護

児童
福祉

江田島市　子育て支援センター
　℡０８２３（４２）２８５２

水道・
下水
道

○母子・父子・寡婦福祉資金
江田島市　子育て支援センター

　℡０８２３（４２）２８５２

県西部厚生環境事務所呉支所
　℡０８２３（２２）５４００

支払い猶予，据置期間の延長など

償還条件の緩和に
関すること
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区　分 内　容 窓口課・所管課等

支払い猶予，据置期間の延長，償還期限の延長など

○下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の徴収猶予 江田島市企業局下水道課
　℡０８２３（４２）３９１１

西部こども家庭センター
　℡０８２（２５４）０３８１

江田島市　子育て支援センター
　℡０８２３（４２）２８５２

○農業関係制度資金
県庁就農支援課

　℡０８２（５１３）３５５４

県西部農林水産事務所
呉農林事業所

　℡０８２３（２２）５４００

江田島市　農林水産課
　℡０８２３（４３）１６４２

ＪＡ呉
　℡０８２３（２５）１２００

償還条件の緩和に
関すること

ボランティアに関する
こと

○ボランティアの派遣

広島県被災者生活ｻﾎﾟｰﾄ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

県社会福祉協議会内
　℡０８２（２５４）３５０６

江田島市災害ボランティアセンター
市社会福祉協議会内
　℡０８２３（３６）７８８１

その他の相談等に
関すること

○各種相談窓口の照会（県民相談）
県生活センター

　℡０８２（２２３）８８１１

○運転免許証の再交付等 広島県警察本部
運転免許課

　℡０８２（２２８）０１１０豪雨災害で運転免許証を紛失・破損した被災者について，再交
付手数料を免除

その他の生活救済
に関すること

○生活保護
江田島市社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８生活保護世帯の住宅補修費，炊事用具・食器・被服費・布団

類，学用品費などの支給

○児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害
者手当・経過的福祉手当

江田島市　社会福祉課
　℡０８２３（４３）１６３８

（児童扶養手当）
県庁　こども家庭課

　℡０８２（５１３）３１７３

（そのほか）
県庁　障害者支援課

　℡０８２（５１３）３１６２

住宅や家財などにその価格の1/2以上の損害を受けた場合，
所得制限適用を除外

健康管理に関するこ
と

○精神的不安・ストレスに対する心のケア相談や情報提供を行っ
ています

県総合精神保健福祉センター
　℡０８２（８８４）１０５１

○子どものことについて，不安や悩みなどの相談に応じます
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